
近江八幡市会計年度任用職員（消費生活相談員）募集案内 

 
近江八幡市会計年度任用職員（消費生活相談員）を次のとおり募集します。 
 
令和８年１月２９日 
 

近江八幡市市民部人権・市民生活課（消費生活センター） 
 
１．採用予定人員、受験資格等 
（イ）消費生活相談員  ２名 
 
（ロ）職務の内容 

職種 所属 職務内容 

消費生活相談員 近江八幡市市民部人権・市民生活課 

（消費生活センター） 

・消費生活相談業務 

・消費者教育の普及・啓発業務（出前講

座の実施等） 

・課（消費生活センター）の庶務 
 

 
（ハ）勤務地 
  近江八幡市役所（滋賀県近江八幡市桜宮町２３６番地） 
 
（ニ）受験資格 

・ 年齢、学歴等は問いません。 
・ ただし、次のいずれかに該当する人は応募できません。 
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での人 
イ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党、その他の団体を結成し又はこれに加入した人 
ウ 近江八幡市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

 
必要な経験・知識・技能等 
・ Word、Excel、PowerPoint の基礎知識及び操作 
・ 普通自動車運転免許（あれば尚可） 
・ 消費生活センターにおける勤務経験（あれば尚可） 

 
  必要な免許・資格等 

・ 消費生活相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント（いずれかの資格を所持

のこと） 
 
２．試 験 
（イ）日時及び場所 

令和８年２月２７日（金） 午前９時３０分から 
受付は、午前９時１５分から行います。 
近江八幡市役所 ２階 会議室２Ｂ 

受験者が多数の場合は、試験会場が変更になる場合があります。 
 

 



（ロ）方 法 
①筆記試験（作文） 
②面接試験（個人） 
受付から試験終了までは概ね１ 時間３０分から２時間程度となる見込みです。 

 
（ハ）提出書類 

ア 申込時：受験申込書 
イ 受験時（試験日当日）：履歴書（様式は任意） 

 
（ニ）その他 

試験日当日は、履歴書の他に、受験票と筆記用具（鉛筆、消しゴム）を持参してください。 
 
３．結果の発表 

試験の結果に基づき、合格者を決定し、受験者に通知します。 
 
４．任用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
業務の必要と勤務実態に応じて１年ごとに、２回まで更新の可能性あり。最長令和１１年３月 
３１日まで。 

 
５．勤務条件等 
（イ）「近江八幡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」等によります。 
（ロ）報酬は近江八幡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づき支給します。 

報酬の月額は概ね２１９，９０６円程度です。（報酬日額×１８日で算出） 
なお報酬の日額は、本市での同業務の会計年度任用職員としての経験年数に応じて加算があ

ります。（上限あり） 
※報酬のほかに期末・勤勉手当、通勤手当がそれぞれ支給条件に応じて支給されます。 

（ハ）地方公務員共済制度（短期給付（医療保険）・福祉事業（健康診断等））、厚生年金、雇用保険 
に加入となります。 
公務上の災害については、労働者災害補償保険又は公務災害補償に準じた補償が適用されま 
す。 

（ニ）勤務日数は、年間２１５日（月１８日程度）です。 
（ホ）８時３０分から１７時１５分まで、休日は土曜日・日曜日・祝日となります。 
（へ）本採用試験に係る勤務条件については、令和８年度近江八幡市予算等の成立を前提としてい 

ます。 
 
６．申込手続及び受付期限 
（イ）受験の申込み 

近江八幡市市民部人権・市民生活課（消費生活センター）の窓口にて直接申し込むか、メール

にてお申し込みください。 
メールで申し込む際には、件名を「【受験申込】近江八幡市会計年度任用職員（消費生活相談

員）」とし、本文に氏名（ふりがな）、性別、生年月日、電話番号、E-mail アドレスを記載して

ください。 
 
（ロ）申込受付期限 

令和８年２月２５日（水）午後５時１５分まで（必着） 
 

 

 



 
７．問い合わせ先 

〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町２３６番地 

近江八幡市市民部人権・市民生活課（消費生活センター） 

TEL：0748-36-5566 (直通)・FAX：0748-36-5882 

E-mail：011402@city.omihachiman.lg.jp 

 
※受験申込の際の個人情報は、本市採用試験に関わる事項及び個人を特定しない各種統計資料作

成のために使用するもので、本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することは

ありません。 
 

 


